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はじめに 

 

市では市民参加条例に基づき、各種市民参加手続きを実行しているところであ

りますが、パブリックコメントの意見提出件数が少ないなど、市民参加の主役で

ある市民の市民参加に関する理解や参加意識はまだまだ高いとは言い難い状況で

あり、市民参加の更なる推進に向けた取組が必要であるものと考えています。 

前(第４期)市民参加推進会議（平成 28・29 年度）では、「北広島市における市

民参加」について現状や課題の整理を行い、今後目指す方向性などについて報告

書としてまとめました。前(第４期)市民参加推進会議を引き継いだ、現(第 5 期)

市民参加推進会議（平成 30 年・令和元年度）では、当該報告書に基づき、「市民

参加への意識高揚」、「効果的な情報発信」、「実効性のある市民参加の手続き」と

いう３つの目指す方向性を定め、市民参加の推進に向けた具体的な方策について

検討を行い、提案書としてまとめました。 

今後、この提案書を参考に、具体的な取組が実行され、市民参加の更なる推進が

図られることを期待します。 

 

第 5 期北広島市市民参加推進会議 

会長 竹 内  典 彦 
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【目指す方向性】 

 

 

 

 

 

1① 市民参加への意識高揚                                      

 市民参加の意義や市民参加手法について、市民への理解を深めるとともに、市民参

加に対する意識の高揚を図るため、以下の方策を提案します。 

【提案する方策】 

●市民参加フォーラムの継続実施 

●広報紙や町内会回覧など多様な媒体を活用した意識啓発 

   

2② 効果的な情報発信                                     

 パブリックコメントや住民説明会などの市民参加機会のお知らせ、各種審議会等に

係る委員募集のお知らせなどについて、効果的な情報発信を図るため、以下の方策を

提案します。 

【提案する方策】 

●登録者へ市民参加のお知らせ情報を提供するメール配信システムの導入 

●広報紙、ホームページによる情報発信 

●ＳＮＳ(フェイスブック、ツイッター)による情報発信 

～市民参加に関する記事のアイキャッチをオリジナルのものに変更  

 

 

 

①「市民参加への意識高揚」 

②「効果的な情報発信」 

③「実効性のある市民参加の手続き」 
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市フェイスブックのイメージ 

  

 

3③ 実効性のある市民参加の手続き                             

パブリックコメントや住民説明会など、既存の市民参加手続きについて、より実効

性を高めるため、以下の方策を提案します。 

 【提案する方策】 

●パブリックコメントコーナーの改善 

   

 ●住民説明会、市民会議などの充実 

～実施件数の拡大に向けて庁内マニュアルを整備 
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第 5 期 市民参加推進会議の開催状況など 

 

日 程 内 容 

平成30年 5月29日 平成30年度市民参加手続きに係る事前評価について 

平成30年 7月11日 平成29年度市民参加手続きに係る事後評価について 

平成30年11月17日 平成30年度市民参加フォーラムの開催 

平成31年 2月19日 市民参加の推進に向けた方策の検討 

令和元年 5月28日 令和元年度市民参加手続きに係る事前評価について 

令和元年 7月 9日 平成30年度市民参加手続きに係る事後評価について 

令和元年 7月25日 市民参加の推進に向けた方策の検討 

 

第 5 期 市民参加推進会議委員名簿 

 

役 職 氏 名 選 考 区 分 

会 長 竹 内  典 彦 条例第15条第4項第1号委員（公募委員） 

副会長 北 川  由 合 子 同 上 

委 員 浦 野 崇 朗 同 上 

委 員 杉 本 絵 莉 同 上 

委 員 中 野   梢  同 上 

委 員 穂 刈  有 美 同 上 

委 員 小 池  隆 史 条例第15条第4項第3号委員（公募外委員） 

委 員 深 村  真 人 同 上 

委 員 髙 橋  直 樹 
条例第15条第4項第2号委員

（市職員・市民環境部長） 
 

  


